
 

 

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の全部の指定の解除について 

 

 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定に基づき、次の形質変更時要届

出区域の全部の指定の解除をしますので、同条第３項の規定に基づき告示します。 

 

 

令和８年３月１０日 

 

 

川崎市長  福 田 紀 彦  

 

 

 

１ 指定を解除する形質変更時要届出区域 

令和６年４月２３日付川崎市告示第２１４号により指定した区域（川崎市幸区戸手四丁目４３２番

１の一部）（別図のとおり） 

 

２ 土壌溶出量基準に適合していなかった特定有害物質の種類 

六価クロム化合物 

 

３ 土壌含有量基準に適合していなかった特定有害物質の種類 

六価クロム化合物、鉛及びその化合物 

  

４ 講じられた汚染の除去等の措置 

基準不適合土壌の掘削除去 

 

川崎市告示第121号



別図
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